
eLTAX（エルタックス）による電子申告等

税　目 電　子　申　告　等

法人市民税

・法人設立/設置届出
・異動届出
・予定申告
・中間申告

・確定申告
・修正申告
・更正請求
・納税

・全資産申告
・増加資産/減少資産申告
・修正申告

・給与支払報告
・特別徴収に係る給与所得者の異動届出
・普通徴収から特別徴収への切替申請
・退職所得に係る納入申告及び特別徴収票
　又は特別徴収税額納入内訳届出
・特別徴収義務者の所在地名称変更届出
・特別徴収分及び退職所得分の納税

・事業所等　新設/廃止申告
・事業所用家屋貸付等申告
・納付申告
・修正申告

・申告
・修正申告

・更正請求
・納税

・免税点以下申告
・更正請求
・納税

個人住民税

事 業 所 税

市たばこ税

・納入申告
・特別徴収義務者経営申告

・更正請求
・納税入 湯 税

12市税の電子申告等

　eLTAX（エルタックス）を利用して、インターネットを介し電子申告及び納付等ができます。
　主に次の税目が利用できます。

● 利用するに当たって準備するもの
・インターネットにつながるパソコン
・パソコンで送受信できるe-mailアドレス
・電子証明書を組み込んだICカード（利用可能な電子証明はeLTAXホームページ参照）
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固定資産税
（償却資産）



eLTAXについてのお問合せ先

電子申告等に関するお問合せ先（郡山市役所）

　eLTAXホームページから利用届出（新規）で、利用者IDを取得し
てください。すでに利用されている場合は、eLTAX用ソフト（PCdesk）
で利用先に郡山市を追加してください。

● 利用方法

市民税課
０２４－９２４－２０８１

【個人住民税関係】

【市たばこ税関係】

市民税課  市民税係
【法人市民税関係】市民税課  法人係 ＜法人市民税担当＞
【 事 業 所 税 関 係 】

【 入 湯 税 関 係 】

市民税課  法人係 ＜事業所税担当＞

市民税課  法人係 ＜入湯税担当＞
市民税課  法人係 ＜市たばこ税担当＞

資産税課０２４－９２４－２０９１【固定資産税（償却資産）関係】資産税課  償却資産係 ＜償却資産担当＞
収納課０２４－９２４－２１０１【 納 税 関 係 】収納課  管理係 

　eLTAXホームページから無料ダウンロードできる専用ソフト
（PCdesk）又は市販のeLTAX対応税務・会計ソフト等をパソコンにイ
ンストールします。

　申告・申請等のデータを作成し送信します。電子署名（電子証明書）
を添付して送信してください。

　PCdeskから申告データのダウンロードや申告の受付通知、各種お
知らせ等の確認ができます。

２ eLTAX用
ソフトの取得

３ 申告等
データ送信

１ 利用届出

４送信内容の
確認等

※詳しい内容や手続きについては、eLTAXホームページ（https://www.eltax.lta.go.jp/）を参照ください。

　eLTAXの利用開始や具体的な利用方法等に関する詳細について
は、eLTAXホームページをご覧ください。
eLTAXホームページ：https://www.eltax.lta.go.jp/

郡山市オンライン申請サービスによる電子申告等
　一部の手続きは、郡山市オンライン申請サービスを利用して、インターネット
を介し手続きができます。詳しくは、ウェブサイトをご覧ください。
郡山市オンライン申請サービス：
https://lgpos.task-asp.net/cu/072036/ea/residents/portal/home

　なお、eLTAXご利用に際して、ご不明な点等がございましたら、
eLTAXホームページの「よくあるご質問」をご覧ください。
eLTAXホームページの「よくあるご質問」：https://eltax.custhelp.com/
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